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ご存じですか！  火災報知器の設置は義務です！ 

 

平成 16 年の消防法改正により、寝室等に火災報知器の設置が義務付けられています。 

どこにつければよいのですか？ 

〇普段寝ている寝室に取り付けます。（来客用寝室を除く） 

〇寝室が２階にある場合は寝室と階段。 

 

どこで買えますか？ 

〇ホームセンター、家電量販店、消防設備取扱事業所などで購入できます。 

 １台 ３０００円～５０００円 程度です。 

どんな種類がありますか？ 

〇煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」がありますが、寝室・階段には「煙式」を取り付 

けることになっています。（台所に設置する場合は「熱式」がおすすめです。） 



       住宅用消火器の期限は概ね 5 年です！ 

     半年に１回、使えるかどうかチェックしましょう。 

 

 

 

どんな種類がありますか？ 

 

粉末系 ABC は対応範囲が広く軽量モデルも多くあります。水系は天ぷら油に強いという特徴 

があり、電気火災には「通電火災対応表示」のあるものを選びます。 

家庭用消火器の購入と期限のきた消火器の処分方法は？ 

〇家庭用消火器は、ホームセンター（古い消火器の下取りサービスがある場合も）、インターネッ

ト通販などで購入できます。消防署では販売していません。 

価格帯 ： 粉末 ABC 4000 円～7000 円、水系（強化液）8000 円～15000 円 程度 

〇消火器の処分については、消火器リサイクルセンターが地域の販売代理店と協力して行っていま 

す。 ＜問い合わせ先＞ 

  消火器リサイクルセンター コールセンター ０３－５８２９－６７７３ 

  （土日・祝日を除く 午前 9 時～午後 5 時）               

家庭用消火器の設置は義務ではありませんが、火災の初期消火は被害を

最小限に抑えるために非常に重要です。ぜひ消火器を設置しましょう。 


